
１　議案

　　　議案第10号　福岡市長選挙に用いる投票用紙の様式について

　　　議案第11号　福岡市長選挙に用いる仮投票用封筒、不在者投票用外封筒、

　　            郵便等による不在者投票用外封筒及び特定国外派遣隊員の不在

　　　　　　　　者投票用外封筒に押すべき印について

　　　議案第12号　福岡市長選挙における印影印刷用公印の使用について

２　報告事項

　　　①　選挙人名簿から抹消する者の数について

　　　②　在外選挙人名簿登録者数について

　　　③　令和７年度明るい選挙出前授業の実施状況について

３　その他

　　　今後の委員会開催予定日時

　　　　・令和８年６月１日（月）　午後1時30分

　　　　・令和８年６月22日（月）　午前10時30分

　　　　・令和８年７月６日（月）　午前10時30分

議　　　　　題

５月20日（水）　午前10時30分

令和８年　第11回　福岡市選挙管理委員会



議案第10号

 福岡市長選挙に用いる投票用紙の様式について

 令和８年11月15日執行予定の福岡市長選挙に用いる投票用紙の様式を次のように定める

もの。

  令和８年５月20日

 福岡市選挙管理委員会

  委 員 長  冨  永  計  久

（理由）

公職選挙法第45条第２項の規定による。
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（別紙）

１  一般投票用紙

備考

１ 用紙は白色とし、黒色で印刷するものとする。

２ 用紙の大きさは、縦128ミリメートル、横80ミリメートルとするものとする。

３ 投票用紙に押すべき印は、福岡市選挙管理委員会印（一般公印）の黒色とし、かつ、刷り込むものと

する。

２ 点字投票用紙

備考

１ 用紙は桃色とし、黒色で印刷するものとする。

２ 用紙の大きさは、縦128ミリメートル、横80ミリメートルとするものとする。

３ 投票用紙に押すべき印は、福岡市選挙管理委員会印（一般公印）の黒色とし、かつ、刷り込むものと

する。

４ 「令和八年執行」の文字の行の位置に、「しちょー」と点字で表示するものとする。
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（関係法令）

○公職選挙法

 （投票用紙の交付及び様式）

第45条 投票用紙は、選挙の当日、投票所において選挙人に交付しなければならない。

２ 投票用紙の様式は、衆議院議員又は参議院議員の選挙については総務省令で定め、地

方公共団体の議会の議員又は長の選挙については当該選挙に関する事務を管理する選挙

管理委員会が定める。

 （点字投票）

第47条 投票に関する記載については、政令で定める点字は文字とみなす。

○公職選挙法施行令

   (点字投票)

第39条 法第47条の規定によつて盲人が投票に関する記載に使用することができる点字は、

別表第一で定める。

２ 盲人である選挙人は、点字によつて投票をしようとする場合においては、投票管理者

に対して、その旨を申し立てなければならない。この場合においては、投票管理者は、

点字投票である旨の表示をした投票用紙を交付しなければならない。
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議案第11号

 福岡市長選挙に用いる仮投票用封筒、不在者投票用外封筒、郵便等による不在者投 

 票用外封筒及び特定国外派遣隊員の不在者投票用外封筒に押すべき印について

 令和８年11月15日執行予定の福岡市長選挙に用いる仮投票用封筒、不在者投票用外封筒、

郵便等による不在者投票用外封筒及び特定国外派遣隊員の不在者投票用外封筒に押すべき

印を次のように定めるもの。

  令和８年５月20日

 福岡市選挙管理委員会

  委 員 長  冨 永  計 久

 仮投票用封筒、不在者投票用外封筒、郵便等による不在者投票用外封筒及び特定国外派

遣隊員の不在者投票用外封筒に押すべき印は、福岡市選挙管理委員会印（一般公印）とし、

かつ、刷り込むものとする。

（理由）

 公職選挙法施行規則第８条の規定による仮投票用封筒の様式について定めた別記第９号

様式の備考３、第10条の規定による不在者投票用外封筒の様式について定めた別記第11号

様式の備考２、第10条の５の規定による郵便等による不在者投票用外封筒の様式について

定めた別記第13号様式の７の備考１及び第10条の５の４の規定による特定国外派遣隊員の

不在者投票用外封筒の様式について定めた別記第13号様式の７の３の備考２においてそれ

ぞれ準用する別記第５号様式の備考６の規定による。
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（関係法令）

○公職選挙法施行規則

別記第５号様式（衆議院議員又は参議院議員の選挙の投票用紙の様式）

図、備考１～５ （略）

備考６  不正行為を防止することができる方法で投票用紙を印刷することができると認め

られる場合に限り、都道府県の選挙管理委員会は、その定めるところにより、投票用紙

に押すべき都道府県又は地方自治法第252条の19第１項の指定都市の選挙管理委員会の

印を刷込み式にしても差し支えない。（以下 略）

○公職選挙法施行規則

別記第９号様式（仮投票用封筒の様式）

図、備考１・２ （略）

備考３ 封筒に押すべき都（道府県）（市）（区）（町）（村）選挙管理委員会印につい

ては、第５号様式（衆議院議員又は参議院議員の選挙の投票用紙の様式）の備考５及び

６に準ずる。（以下 略）

○公職選挙法施行規則

別記第11号様式（令第53条第１項及び第54条第１項の規定による投票用封筒の様式）

図、備考１ （略）

備考２ 外封筒に押すべき都（道府県）（市）（区）（町）（村）選挙管理委員会印につ

いては、第５号様式（衆議院議員又は参議院議員の選挙の投票用紙の様式）の備考５及

び６並びに第６号様式（船員の不在者投票における投票用紙の様式）の備考４に準ずる。

（以下 略）

○公職選挙法施行規則

別記第13号様式の７（郵便等による不在者投票における投票用封筒の様式）

図 （略）

備考１ 外封筒に押すべき都（道府県）（市）（区）（町）（村）選挙管理委員会印につ

いては、第５号様式（衆議院議員又は参議院議員の選挙の投票用紙の様式）の備考５及

び６に準ずる。（以下 略）

○公職選挙法施行規則

別記第13号様式の７の３（特定国外派遣組織に属する選挙人の不在者投票における投票用
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封筒の様式）

図、備考１ （略）

備考２ 外封筒に押すべき都（道府県）（市）（区）（町）（村）選挙管理委員会印につ

いては、第５号様式（衆議院議員又は参議院議員の選挙の投票用紙の様式）の備考５及

び６並びに第６号様式（船員の不在者投票における投票用紙の様式）の備考４に準ずる。

（以下 略）
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議案第12号

 福岡市長選挙における印影印刷用公印の使用について

 令和８年11月15日執行予定の福岡市長選挙において、次のように印影印刷用公印を使用

することとし、告示するもの。

  令和８年５月20日

福岡市選挙管理委員会

  委 員 長  冨 永  計 久

印刷物の名称 色
印影印刷用
公印の名称

ひ  な  形 形 状 大 き さ 用 途

投 票 用 紙 黒

選挙管理 

委員会印
正方形

20 ミ リ

メートル
選 挙

仮 投 票 用 封 筒 黒

不 在 者 投 票 用 外 封 筒 黒
福 岡 市 

選挙管理 

委 員 会

郵便等による不在者投票用外封筒 黒

郵便等による不在者投票用外封筒
（代理記載用）

黒

特定国外派遣隊員の不在者投票用外封筒 黒

政 談 演 説 会 告 知 用 表 示 赤 
選 挙 用 拡 声 機 表 示 赤 

選挙管理 

委員会印
正方形

50 ミ リ

メートル
選 挙

選挙運動用自動車(船舶)用表示 赤
福 岡 市

選挙管理

委 員 会

街 頭 演 説 標 旗 赤

街 頭 演 説 運 動 員 腕 章 赤

自動車(船舶)乗車(船)用腕章 赤

政 治 活 動 用 自 動 車 表 示 赤

（理由）

福岡市選挙管理委員会規程第28条及び福岡市公印規則第９条の規定による。 

別紙１ 
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（関係法令）

○福岡市選挙管理委員会規程

（公印）

第27条 委員会、委員長、委員長職務代理者及び事務局長の公印の名称、書体、形状、大 

きさ、管守者及び用途は別表第１のとおりとし、そのひな形は別表第２のとおりとする。 

２ （略） 

 （公印の取扱い） 

第28条 前条に定めるもののほか公印の取扱いについては、市長の事務部局の例による。

○福岡市公印規則

 （印影印刷） 

第９条 市、市長、区長又は福祉事務所長に係る公印を使用すべき文書で、一定の字句若し

くは内容のものを多数印刷するもの又は市長が必要と認めたものについては、第６条に規

定する公印の押印に代えて、公印の印影又はこれを伸縮した印影（以下この条において「印

影」という。）を印刷することができる。 

２ （略）

３ 市長は、第１項の規定により印影を印刷した文書（以下「印影印刷物」という。）及び

印影印刷用公印の名称並びに印影のひな形、形状、大きさ及び用途をあらかじめ告示する

ものとする。

４ （略）
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報告事項１

４月21日～５月20日区委員会議決分　

死　亡　者
市外転出後

４箇月経過者
在外登録移転者

東 区 796 171 621 4

博多区 968 137 831 0

中央区 601 82 516 3

南 区 604 163 441 0

城南区 289 95 194 0

早良区 443 157 286 0

西 区 457 132 324 1

福岡市計 4,158 937 3,213 8

参考（４月21日～５月20日区委員会議決における抹消後の選挙人名簿登録者数）

.

前回
選挙人名簿登録者数

前回以降の
抹消者数

５月20日現在
選挙人名簿登録者数

福岡市計 1,321,740 4,158 1,317,582

選挙人名簿から抹消する者の数について

抹消者の合計
抹　消　者　の　内　訳

区 分
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報告事項２

４月21日～５月20日区委員会議決分　

区 分
前回

登録者数
前回以降の

新規登録者数
前回以降の

登録移転者数
前回以降の
抹消者数

今回
登録者数

東 区 144 0 4 0 148

博 多 区 107 2 0 0 109

中 央 区 161 0 3 0 164

南 区 172 2 0 0 174

城 南 区 83 0 0 0 83

早 良 区 140 1 0 0 141

西 区 100 0 1 0 101

福岡市計 907 5 8 0 920

在外選挙人名簿登録者数について
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報告事項３ 

令和７年度明るい選挙出前授業の実施状況について 

若い世代に選挙の大切さを認識してもらい、身近に感じてもらえるよう、小学６年生・中学生・
高校生・大学生等を対象に「明るい選挙出前授業」を実施した。 

１ 実施内容 
（1）選挙に関する講義（くらしと政治、選挙制度、投票率、選挙クイズ等） 
（2）模擬選挙の実施 

小学６年生用テーマ「最後の給食議員選挙」又は「学校をつくろう議員選挙」 
中学生用テーマ「学校をつくろう議員選挙」 
高校生・大学生等用テーマ「博多市長選挙」 

（3）まとめ・アンケート 

２ 実施状況 

３ 実施校一覧 

（1）小学校 

実施校数 人数 実施校数 人数 実施校数 人数 実施校数 人数 実施校数 人数
東区 9 873 1 159 1 37 1 96 12 1,165
博多区 4 307 0 0 3 374 1 31 8 712
中央区 2 164 0 0 2 394 0 0 4 558
南区 8 938 0 0 2 758 0 0 10 1,696
城南区 5 445 0 0 2 763 0 0 7 1,208
早良区 6 451 0 0 2 385 0 0 8 836

西区 3 222 0 0 0 0 0 0 3 222

計 37 3,400 1 159 12 2,711 2 127 52 6,397

合計小学校 中学校 高校・特別支援学校 大学等

日程 学校名 区 人数
1 4月22日 照葉北小学校 東 135名
2 4月28日 多々良小学校 東 95名
3 5月7日 福重小学校 西 48名
4 5月8日 照葉はばたき小学校 東 51名
5 5月8日 月隈小学校 博多 65名
6 5月8日 有住小学校 早良 15名
7 5月9日 小田部小学校 早良 122名
8 5月12日 箱崎小学校 東 94名
9 5月14日 玉川小学校 南 113名
10 5月21日 三苫小学校 東 73名
11 5月23日 西高宮小学校 南 172名
12 5月23日 飯倉中央小学校 早良 64名
13 5月28日 塩原小学校 南 124名
14 5月29日 内野小学校 早良 62名
15 5月30日 千早小学校 東 154名
16 6月2日 宮竹小学校 南 129名
17 6月4日 室見小学校 早良 105名 動画
18 6月5日 香住丘小学校 東 154名
19 6月5日 高宮小学校 中央 82名
20 6月5日 堤丘小学校 城南 34名
21 6月10日 老司小学校 南 104名
22 6月10日 田島小学校 城南 89名
23 6月11日 香椎浜小学校 東 64名
24 6月13日 千早西小学校 東 53名
25 6月13日 赤坂小学校 中央 82名
26 8月28日 愛宕浜小学校 西 61名
27 9月11日 東若久小学校 南 89名
28 10月15日 東月隈小学校 博多 74名
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（2）中学校 

（3）高校・特別支援学校 

(4) 大学等

４ 出前授業の様子 

日程 学校名 区 人数
29 10月17日 三筑小学校 博多 114名
30 11月7日 板付北小学校 博多 54名
31 11月12日 横手小学校 南 74名
32 11月25日 西花畑小学校 南 133名
33 11月27日 金武小学校 西 113名
34 12月5日 飯原小学校 早良 83名
35 12月19日 南片江小学校 城南 94名
36 2月16日 城南小学校 城南 117名
37 2月26日 長尾小学校 城南 111名

3,400名合計

日程 学校名 区 人数

1 5月30日 箱崎中学校 東 159名 動画

159名合計

日程 学校名 区 人数

1 5月29日 筑紫女学園高等学校 中央 345名

2 6月12日 城南高等学校 城南 440名

3 9月10日 福翔高等学校 南 318名

4 9月17日 一ッ葉高等学校 早良 30名

5 9月26日 東福岡特別支援学校 東 37名

6 10月7日 第一学院高等学校博多キャンパス 博多 19名

7 11月14日 博多高等学園 博多 37名

8 12月11日 福岡工業高等学校 早良 355名

9 12月16日 福岡中央特別支援学校 中央 49名

10 1月21日 中村学園女子高等学校 城南 323名

11 2月19日 筑紫丘高等学校 南 440名

12 3月6日 精華女子高等学校 博多 318名

2,711名合計

日程 学校名 区 人数

1 5月10日 九州産業大学 東 96名

2 2月26日 公務員ビジネス専門学校 博多 31名

127名合計
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